
【公報種別】意匠公報の訂正
【発行日】令和８年６月１８日（２０２６．６．１８）

【登録番号】意匠登録第１８２７６２２号（Ｄ１８２７６２２）
【掲載公報発行日】令和８年５月２５日（２０２６．５．２５）
【年通号数】登録公報（意匠）２０２６－０９３

【意匠分類】Ｎ３－１２Ｗ
【出願番号】意願２０２５－１８０６６（Ｄ２０２５－１８０６６）

【訂正の要旨】【意匠権者】の【住所又は居所】に誤りがあったので以下のとおり訂正する。
（１９）【発行国】日本国特許庁（ＪＰ）
（４５）【発行日】令和８年５月２５日（２０２６．５．２５）

（１２）【公報種別】意匠公報（Ｓ）
（１１）【登録番号】意匠登録第１８２７６２２号（Ｄ１８２７６２２）
（２４）【登録日】令和８年５月１５日（２０２６．５．１５）

（５４）【意匠に係る物品】アイコン用画像
（５２）【意匠分類】Ｎ３－１２Ｗ
（５１）【国際意匠分類】Ｌｏｃ（１５）Ｃｌ．１４－０４

【Ｄターム】Ｎ３－１２ＶＮＣ、Ｎ３－１２ＶＫＢ、Ｎ３－１２ＶＫＣ、Ｎ３－１２ＶＬＡ
（２１）【出願番号】意願２０２５－１８０６６（Ｄ２０２５－１８０６６）
（２２）【出願日】令和７年９月９日（２０２５．９．９）

（７２）【創作者】
【氏名】橘　友希

【住所又は居所】東京都渋谷区東３－１６－５　サンパーク恵比寿３０１
（７２）【創作者】
【氏名】樽川　響

【住所又は居所】東京都渋谷区東３－１６－５　サンパーク恵比寿３０１
（７２）【創作者】
【氏名】濱田　佳仁

【住所又は居所】東京都渋谷区東３－１６－５　サンパーク恵比寿３０１
（７３）【意匠権者】
【識別番号】５１２０５０４６１

【氏名又は名称】リンカーズ株式会社
【住所又は居所】東京都港区三田三丁目５番１９号

（７４）【代理人】
【識別番号】１００２２１２９１
【弁理士】

【氏名又は名称】青井　隆徳
【審査官】坂田　麻智　　
（５５）【意匠に係る物品の説明】本画像は、パーソナルコンピュータ、スマートフォン、タブレット端末、

及びスマートウォッチ等の情報処理端末に表示された本画像を、ユーザがタッチ、タップ又はクリック等の操
作をすることで関連するアプリケーション等を起動するためのアイコン用画像である。
【図面】



(2) 意匠公報１８２７６２２

【画像図】

（５６）【参考文献】大韓民国意匠商標公報、（２０２０－６－８）、３０－１０６１７９４、（特許庁意匠
課公知資料番号ＲＨ０２４１８１０１）

（５６）【参考文献】米国特許商標公報、（２０２４－４－１６）、Ｄ１０２３０５３、（特許庁意匠課公知
資料番号ＲＨ０６３０９８３１）

（５６）【参考文献】京都北都信用金庫、ホームページ掲載実績あり、（特許庁意匠課公知資料番号ＲＪ０５
１２３０６８）
（５６）【参考文献】Ｇｏｏｇｌｅ　Ｐｌａｙ、ホームページ掲載実績あり、（特許庁意匠課公知資料番号Ｒ

Ｊ０３１６６００３）


